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  証券コード　6101
  平成22年５月31日

株 主 各 位  

 東京都中央区日本橋堀留町１丁目９番10号
　
 

 取締役 
社長執行役員 西 嶋 尚 生

第107期定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

　さて、当社第107期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご

出席くださいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用

紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年６月17日(木曜日)午後５時30分ま

でに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日 時 平成22年６月18日（金曜日）午前10時

２．場 所 新潟県長岡市東蔵王１丁目１番１号　当社長岡工場会議室

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．会議の目的事項

　報 告 事 項 １．第107期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）事業報

告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計

算書類監査結果報告の件

　  ２．第107期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）計算書

類報告の件
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　決 議 事 項  

　第１号議案 取締役７名選任の件

　第２号議案 監査役２名選任の件

　第３号議案 補欠監査役１名選任の件

　第４号議案 当社執行役員およびこれに準ずる使用人に対して、特に有利な条

件により株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約

権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

　第５号議案 当社使用人および当社子会社の取締役に対して、特に有利な条件

によりストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項

の決定を当社取締役会に委任する件

以　上



　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ

さいますようお願い申しあげます。

　なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が

生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.

tsugami.co.jp）に掲載させていただきます。
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（提供書面）

　

事　 業　 報　 告

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

　

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当期におけるわが国経済は、世界的な金融不安を発端とする不況から一部で

回復の兆しが見えるものの、世界的経済危機以前の水準から比べると依然とし

て厳しい状況で推移いたしました。

　工作機械業界の動向は、全体としてはやや回復しておりますが、未だ過去の

水準に至っておりません。然しながら、昨年末より中国等アジア新興国の需要

は好転しており、加えてＨＤＤを含むＩＴ関連業界は顕著な回復を見せており

ます。

　このような状況の下で、当社グループは長年培った精密加工のノウハウを基

に、中国等新興国のニーズおよび高度化するＩＴ関連ニーズに応えるべく精密

工作機械を積極的に市場に提供してまいりました。

　これにより、受注は第４四半期より高水準で推移しております。また、生産

能力の増強および円高対応や価格競争力強化のため、中国工場の生産を増強す

る等、グループ全体で生産体制の見直し・効率化に努めてまいりました。

　売上高は、第４四半期に上向いたものの第３四半期までの落込みの影響が大

きかったため、前年同期比31.2％減の15,598百万円となりました。

　国内は、前年同期比59.7％減の4,346百万円、輸出額は前年同期比5.5％減の

11,251百万円となりました。なお、輸出比率は前年同期の52.5％から72.1％と

なりました。

　工作機械事業の売上高は、前年同期比31.4％減の15,084百万円となりました。

　機種別の売上高につきましては、主力の自動旋盤は国内自動車部品関連の減

少に加え第３四半期までのＩＴ業界向けの減少から、前年同期比18.2％減の

11,712百万円となりました。研削盤の売上高も国内自動車部品関連などの減少

で前年同期比69.1％減の997百万円となりました。マシニングセンタの売上高は

前年同期比71.7％減の539百万円となりました。転造盤他の売上高は前年同期比

27.4％減の1,834百万円となりました。また、専用機その他の事業の売上高は

26.5％減の514百万円となりました。
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　以上の結果、当期の損益につきましては、営業利益は前年同期比89.5％減の

84百万円、経常損失は117百万円、当期純損益は244百万円の損失となりました。

　

②　設備投資の状況

　当年度中に取得した主要設備は次のとおりであります。

工作機械事業 当社長岡工場 工作機械製造設備の増設

工作機械事業 当社信州工場 工作機械製造設備の増設

工作機械事業　津上精密机床(浙江)有限公司

工作機械製造設備の増設

 

　上記等の投資総額は381百万円で、自己資金を充当いたしました。

　

③　資金調達の状況

　当年度中は、社債および新株式の発行による資金調達は実施しておりません。
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(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況
 （単位：百万円）

区 分
第104期

平成18年度
第105期

平成19年度
第106期

平成20年度

第107期
平成21年度

(当連結会計年度)

売 上 高 36,557 28,495 22,687 15,598

経 常 利 益
（ △ は 損 失 ） 　

5,535 2,756 626 △117

当 期 純 利 益
（ △ は 純 損 失 ）

3,447 1,629 △873 △244

１株当たり当期純利益
（ △ は 純 損 失 ）

46.36円 23.03円 △12.88円 △3.65円

総 資 産 35,943 32,732 25,703 31,147

純 資 産 23,450 21,916 19,718 19,882

　

(3) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社の状況

　　該当はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

㈱ツガミマシナリー 60百万円 100.0％
工作機械の部品の販売および据付
修理

㈱ツガミ総合サービス 42 100.0
工場構内における建物ならびに設
備の点検、保守、損保代理業務

㈱ツガミプレシジョン 10 100.0
測定器・原器
工作機械の部品の製造販売　

津上精密机床（浙江）
有 限 公 司

71
百万
人民元

100.0 工作機械の製造販売
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(4) 対処すべき課題

（中長期的課題）

　当社グループは、中長期的経営戦略として、以下の重点課題に対し積極的に取り

組んでまいります。

①成長分野を狙った新製品の投入

　今後、成長が期待される分野、例えば環境・省エネ対応が求められる自動車向

け部品、更に高度化するＨＤＤ・デジカメ等ＩＴ分野・医療分野等に、お客様の

要請に十分応えられる新製品の市場投入に全力で取り組んでまいります。

②成長地域を狙った事業戦略

　中長期的には設備投資意欲が旺盛な中国・東南アジア・インド等の市場への生

産・販売・アフターサービス体制の更なる強化を図ってまいります。

　また、スイスのトルノス社と工作機械の製造・販売事業において業務提携効果

も着実に上がってきております。

③経営の効率化と顧客満足度の向上

　企業グループとしての総合力を高めるため、関係会社も含め営業・生産・管理

体制の強化と高効率経営を図ってまいります。

　また、引き続きお客様のニーズに合致した新製品の提供とサービスの充実に努

め、常に顧客満足度の向上を目指し、お客様に信頼される経営に全力で取り組ん

でまいります。

　以上のような活動と同時に環境保全やコンプライアンスなど、ＣＳＲ活動にも

積極的に取り組み、株主やお客様をはじめとする全てのステークホルダーの皆様

に信頼される企業として、最大限の経営努力をしてまいります。

（当面の課題）　

　当期は米国金融危機に端を発した急激な環境悪化に伴い、当社は業績面で大きな

打撃を受けましたが、昨年末より中国等アジア新興国の需要は好転しており、加え

てＨＤＤを含めＩＴ関連業界も顕著な回復を見せております。これに伴い、当社で

は第４四半期より高水準の受注が続いており、中国工場を主体に生産能力の増強に

努めております。
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(5) 主要な事業内容（平成22年３月31日現在）

　精密工作機械、精密工具の製造および販売

　

(6) 主要な営業所および工場（平成22年３月31日現在）

①　当社

名 称 所 在 地

本 社 東 京 都 中 央 区

営 業 所 東京、長岡、諏訪、名古屋、大阪

長 岡 工 場 新 潟 県 長 岡 市

信 州 工 場 長 野 県 佐 久 市

高 見 工 場 新 潟 県 長 岡 市

新 潟 工 場 新 潟 県 新 潟 市

　

②　子会社

名 称 所 在 地

㈱ツガミマシナリー 神 奈 川 県 川 崎 市

㈱ツガミ総合サービス 新 潟 県 長 岡 市

㈱ツガミプレシジョン 東 京 都 中 央 区

津上精密机床（浙江）
有 限 公 司

中 国 浙 江 省
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(7) 使用人の状況（平成22年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

570（182）名 10名減（222名減）

（注）　使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記

載しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

517(47)名 6名減(143名減) 43.5歳 18.7年

（注）　使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記

載しております。　
　

(8) 主要な借入先の状況（平成22年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 100百万円

株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 100百万円

株 式 会 社 北 越 銀 行 100百万円

三 井 住 友 銀 行 （ 中 国 ） 有 限 公 司 299百万円 (22百万元)

三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）有限公司 204百万円 (15百万元)

みずほコーポレート銀行（中国）有限公司 204百万円 (15百万元)

　

(9) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社グループは今後とも、時代の変化に対応した開発投資を積極的に行い、競

争力の一層の強化、経営の効率化に引き続き取り組むことにより、企業グループ

の総合力を高め、株主の皆様に利益還元を図ることが基本と考えております。

　従いまして、企業体質の強化を図るとともに、安定配当を確保すべくグループ

をあげて努力してまいります。

　また、株主還元策の一環としての自己株式取得につきましては、機動的な資本

政策の遂行を可能とすること等を目的として、その必要性、財務状況、株価動向

等を総合的に判断いたしまして適切に対応してまいります。 

　平成22年３月期の利益配当金につきましては、第２四半期連結累計期間におけ

る業績において純損失計上となったことから中間配当金は無配とさせていただき

ましたが、第４四半期より高水準の受注が続いており、最近の業績好転に伴い期

末配当金は５円といたしました。

　また、平成23年３月期の利益配当金につきましては、１株につき中間配当金５

円、期末配当金５円の年間10円とさせていただく予定であります。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成22年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 320,000,000株

②　発行済株式の総数 68,019,379株

③　株主数 13,279名

④　大株主（上位10名）

　株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％）

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 東京精密口
再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社

4,592 6.86

第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社) 2,100 3.14

株式会社森精機製作所 2,000 2.99

株式会社三井住友銀行 1,516 2.26

株式会社北越銀行 1,484 2.21

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託
口）

1,314 1.96

ツガミ取引先持株会　 1,313 1.96

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,274 1.90

バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライア
ント アカウント ジェイピーアールディ アイエスジ
ー エフイーエイシー（常任代理人 株式会社三菱東
京ＵＦＪ銀行）　

1,082 1.61

エスアイエックス エスアイエス エルテイーデイ（常
任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）　

1,011 1.51

(注）１．持株比率は自己株式を控除して計算しており、小数点第３位以下を切り捨てて表示

しています。

２．みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 東京精密口 再信託受託者 資産管理サービ

ス信託銀行株式会社の持株数4,592千株は、株式会社東京精密が同行に委託した退職

給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は株式会社東京精密が留保し

ております。また、当社は株式会社東京精密の株式1,033千株(出資比率2.50%)を所

有しております。　

３．当社は、自己株式を1,154千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しており

ます。　
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(2) 新株予約権等の状況

①　役員が保有している新株予約権の状況（平成22年３月31日現在）

発行決議の日 平成17年６月24日 平成18年６月23日

新株予約権の数 119個 51個

新株予約権の目的となる株式の
種類と数

普通株式　119,000株

(新株予約権１個当たり1,000株)

普通株式　51,000株

(新株予約権１個当たり1,000株)

新株予約権の発行価額 無償 608円

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円 １株当たり１円

新株予約権の行使期間
平成17年７月１日から

平成37年６月30日まで

平成18年７月21日から

平成38年７月20日まで

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の一部行使はできないも

のとする。

その他の権利行使の条件は、当社と対

象者との間で締結する「新株予約権割

当契約」に定めるものとする。

各新株予約権の一部行使はできないも

のとする。

その他の権利行使の条件は、当社と対

象者との間で締結する「新株予約権割

当契約」に定めるものとする。

 取締役
(社外取締役を除く)

保有者数　　　　　　　　 　　3名

保有数　　　　　　　　    　68個

目的である株式の数　 　 68,000株

保有者数　　　　　　　　 　 ２名

保有数　　　　　　　　　 　 34個

目的である株式の数　 　 34,000株

役員の
保有状況

社外取締役
保有者数　　　　　　　　 　 －名

保有数　　　　　　　　　 　 －個

目的である株式の数　 　　　 －株

保有者数　　　　　　　　 　 －名

保有数　　　　　　　　　 　 －個

目的である株式の数　 　　　 －株

 監査役
保有者数　　　　　　　　 　 ３名

保有数　　　　　　　　　　  27個

目的である株式の数　　  27,000株

保有者数　　　　　　　　 　 ３名

保有数　　　　　　　　　 　 17個

目的である株式の数　 　 17,000株
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発行決議の日 平成18年６月23日 平成19年６月22日

新株予約権の数 46個 67個

新株予約権の目的となる株式の
種類と数

普通株式　46,000株

(新株予約権１個当たり1,000株)

普通株式　67,000株

(新株予約権１個当たり1,000株)

新株予約権の発行価額 無償 513円

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円 １株当たり１円

新株予約権の行使期間
平成18年７月21日から

平成38年７月20日まで

平成19年７月10日から

平成39年７月９日まで

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の一部行使はできないも

のとする。

その他の権利行使の条件は、当社と対

象者との間で締結する「新株予約権割

当契約」に定めるものとする。

各新株予約権の一部行使はできないも

のとする。

その他の権利行使の条件は、当社と対

象者との間で締結する「新株予約権割

当契約」に定めるものとする。

 取締役
(社外取締役を除く)

保有者数　　　　　　　　 　 ２名

保有数　　　　　　　　　 　 16個

目的である株式の数　 　 16,000株

保有者数　　　　　　　　 　 ２名

保有数　　　　　　　　　 　 46個

目的である株式の数　 　 46,000株

役員の
保有状況

社外取締役
保有者数　　　　　　　　 　 －名

保有数　　　　　　　　　 　 －個

目的である株式の数　 　　　 －株

保有者数　　　　　　　　 　 －名

保有数　　　　　　　　　 　 －個

目的である株式の数　　　 　 －株

 監査役
保有者数　　　　　　　　 　 －名

保有数　　　　　　　　　　  －個

目的である株式の数　 　　　 －株

保有者数　　　　　　　　 　 ３名

保有数　　　　　　　　　　  21個

目的である株式の数　 　 21,000株

発行決議の日 平成19年６月22日 平成20年６月20日

新株予約権の数 72個 83個

新株予約権の目的となる株式の
種類と数

普通株式　72,000株

(新株予約権１個当たり1,000株)

普通株式　83,000株

(新株予約権１個当たり1,000株)

新株予約権の発行価額 無償 279円

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円 １株当たり１円

新株予約権の行使期間
平成19年７月10日から

平成39年７月９日まで

平成20年７月８日から

平成40年７月７日まで

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の一部行使はできないも

のとする。

その他の権利行使の条件は、当社と対

象者との間で締結する「新株予約権割

当契約」に定めるものとする。

各新株予約権の一部行使はできないも

のとする。

その他の権利行使の条件は、当社と対

象者との間で締結する「新株予約権割

当契約」に定めるものとする。

 取締役
(社外取締役を除く)

保有者数　　　　　　　　 　 ２名

保有数　　　　　　　　　 　 24個

目的である株式の数　 　 24,000株

保有者数　　　　　　　　 　 ４名

保有数　　　　　　　　　 　 54個

目的である株式の数　 　 54,000株

役員の
保有状況

社外取締役
保有者数　　　　　　　　 　 －名

保有数　　　　　　　　　 　 －個

目的である株式の数　 　　　 －株

保有者数　　　　　　　　 　 １名

保有数　　　　　　　　　 　 ４個

目的である株式の数　　　 4,000株

 監査役
保有者数　　　　　　　　 　 －名

保有数　　　　　　　　　　  －個

目的である株式の数　 　　　 －株

保有者数　　　　　　　　 　 ３名

保有数　　　　　　　　　　  20個

目的である株式の数　 　 20,000株
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発行決議の日 平成20年６月20日 平成21年６月19日

新株予約権の数 51個 191個

新株予約権の目的となる株式の
種類と数

普通株式　51,000株

(新株予約権１個当たり1,000株)

普通株式　191,000株

(新株予約権１個当たり1,000株)

新株予約権の発行価額 無償 123円

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円 １株当たり１円

新株予約権の行使期間
平成20年７月８日から

平成40年７月７日まで

平成21年７月７日から

平成41年７月６日まで

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の一部行使はできないも

のとする。

その他の権利行使の条件は、当社と対

象者との間で締結する「新株予約権割

当契約」に定めるものとする。

各新株予約権の一部行使はできないも

のとする。

その他の権利行使の条件は、当社と対

象者との間で締結する「新株予約権割

当契約」に定めるものとする。

 取締役
(社外取締役を除く)

保有者数　　　　　　　　 　 １名

保有数　　　　　　　　　 　 ８個

目的である株式の数　 　  8,000株

保有者数　　　　　　　　 　 ５名

保有数　　　　　　　　　 　136個

目的である株式の数　 　136,000株

役員の
保有状況

社外取締役
保有者数　　　　　　　　 　 －名

保有数　　　　　　　　　 　 －個

目的である株式の数　 　　　 －株

保有者数　　　　　　　　 　 ２名

保有数　　　　　　　　　 　 14個

目的である株式の数　　　14,000株

 監査役
保有者数　　　　　　　　 　 －名

保有数　　　　　　　　　　  －個

目的である株式の数　 　　　 －株

保有者数　　　　　　　　 　 ４名

保有数　　　　　　　　　　  41個

目的である株式の数　 　 41,000株

発行決議の日 平成21年６月19日

新株予約権の数 800個

新株予約権の目的となる株式の
種類と数

普通株式　800,000株

(新株予約権１個当たり1,000株)

新株予約権の発行価額 無償

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり225円

新株予約権の行使期間
平成23年７月７日から

平成26年６月30日まで

新株予約権の行使の条件

当社の取締役会決議および当社とこれ

に基づき新株予約権付与対象者と

の間で締結する「新株予約権割当契

約」に定めるところによる。

 取締役
(社外取締役を除く)

保有者数　　　　　　　　 　 ５名

保有数　　　　　　　　　 　160個

目的である株式の数　 　160,000株

役員の
保有状況

社外取締役
保有者数　　　　　　　　 　 －名

保有数　　　　　　　　　 　 －個

目的である株式の数　 　　　 －株

 監査役
保有者数　　　　　　　　 　 １名

保有数　　　　　　　　　　  24個

目的である株式の数　    24,000株
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②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の

状況

　平成21年６月19日開催の定時株主総会決議による新株予約権

・新株予約権の数

　800個（新株予約権１個につき1,000株)

・新株予約権の目的である株式の数

　800,000株

・新株予約権の払込金額

　無償

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　１個当たり　225,000円（１株当たり　225円）

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における増加する資本金お

よび資本準備金に関する事項

　発行価額　　256円

　資本組入額　128円

・新株予約権を行使することができる期間

　平成23年７月7日から平成26年６月30日まで

・新株予約権の行使の条件

　当社の取締役会決議および当社とこれに基づき新株予約権付与対象者と

の間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとす

る。

・当社使用人等への交付状況

 新株予約権の数 目的である株式の数 交 付 者 数

当 社 使 用 人 582個 582,000株 122名

子 会 社 の 取 締 役 34 34,000 7
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　平成21年６月19日開催の定時株主総会決議による新株予約権

・新株予約権の数

　111個（新株予約権１個につき1,000株)

・新株予約権の目的である株式の数

　111,000株

・新株予約権の払込金額

　無償

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　１個当たり　1,000円（１株当たり　１円）

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における増加する資本金お

よび資本準備金に関する事項

　発行価額　　124円

　資本組入額　 62円

・新株予約権を行使することができる期間

　平成21年７月７日から平成41年７月６日まで

・新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役（委員会設置会社における執行役を含

む｡ ）、監査役、役付執行役員およびこれに準ずる使用人のいずれの地

位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし

この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日から７営業日を経

過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②上記以外の権利行使の条件については取締役会において承認する。

・当社使用人等への交付状況

 新株予約権の数 目的である株式の数 交 付 者 数

当 社 使 用 人 111個 111,000株 14名
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(3) 会社役員の状況

①　取締役および監査役の状況（平成22年３月31日現在）

氏 名 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

西 嶋 尚 生 代表取締役（社長執行役員）

森 内 信 行 代表取締役（専務執行役員）　　　　　　

菊 池 克 治 代表取締役（専務執行役員）　　　　　　

新 嶋 敏 治 代表取締役（専務執行役員）

本 間 利 雄 取締役　　（常務執行役員）

中 川 威 雄 取締役

鱒 見 満 裕 取締役　　

大 宮 郁 士 常勤監査役

梅 岡 匡 爾 監査役

渡 　 邉 　 光 一 郎 監査役

太 田 邦 正 監査役　　㈱東京精密　代表取締役C.F.O.

(注)１.取締役 中川威雄氏および取締役 鱒見満裕氏は、社外取締役であります。

    ２.取締役 中川威雄氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出て

おります。　

３.監査役 梅岡匡爾氏、渡邉光一郎氏および太田邦正氏は、社外監査役であります。

４.当該事業年度に係る会社役員の重要な兼職状況

　　社外役員に関する事項に記載しております。

②　当事業年度中の取締役および監査役の異動　
該当はありません。

③　取締役および監査役に支払った報酬等の総額

区 分 員 数 報酬等の総額

取 締 役
（ う   ち  社  外  取  締  役 ）

8名
(2)

　126 百万円
(11)

監 査 役
（ う  ち  社  外  監  査  役 ）

5
(4)

38
(19)

合 計
（ う  ち  社  外  役  員 ）

13
(6)

164
(30)

(注)１．上記には、平成21年６月19日開催の第106期定時株主総会終結の時をもって退任した取

締役１名、社外監査役１名を含んでおります。

　　２．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

　　３．取締役の報酬等の額は、第103期定時株主総会において金銭報酬額として年額200百万

円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、また第104期定時株主総会において、

この報酬等の額とは別に株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権

に関する報酬等の額を年額60百万円以内と決議いただいております。
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　　４．監査役の報酬等の額は、第103期定時株主総会において金銭報酬額として年額60百万円

以内、また第104期定時株主総会において、この報酬等の額とは別に株式報酬型ストッ

クオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を年額20百万円以内と

決議いただいております。

　５．報酬等の総額には、以下のものも含まれております。

　　　・ストックオプションによる報酬額

取 締 役 ８名 20百万円（うち社外取締役 ２名  ２百万円）

監 査 役 ５名　 6百万円（うち社外監査役 ４名  ３百万円）

④　社外役員に関する事項　

イ．他の法人等との兼任状況（他の法人等の業務執行者である場合）および当

社と当該他の法人等との関係

　・取締役　中川威雄氏は、ファインテック株式会社の代表取締役社長を兼務

しております。　

・監査役　梅岡匡爾氏は、平成22年３月31日付けで株式会社森精機製作所の

顧問を退任しております。なお、当社は株式会社森精機製作所との間に製

品販売等の取引関係があります。

・監査役　渡邉光一郎氏は、第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会

社）の取締役専務執行役員を兼務しております。同氏は平成22年４月１日

付けで第一生命保険株式会社の代表取締役社長に就任しております。なお、

当社は第一生命保険株式会社との間に企業年金保険等の保険契約がありま

す。

・監査役　太田邦正氏は、株式会社東京精密の代表取締役C.F.O.を兼務して

おります。なお、当社は株式会社東京精密との間に製品販売等の取引関係

があります。

ロ．他の法人等との兼任状況（他の法人等の社外役員等である場合）および当

社と当該他の法人等との関係

・取締役　中川威雄氏は、ファナック株式会社の社外監査役、日本ピラー工

業株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社はファナック株

式会社との間に製品販売等の取引関係があります。

・取締役　鱒見満裕氏は、三機工業株式会社の社外取締役、株式会社トーホ

ーの社外監査役を兼務しております。　
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ハ．当事業年度における主な活動状況

　氏　　名　 　 主な活動状況

取 締 役 中 川 威 雄
当期開催の取締役会12回のうち11回に出席し、必要に応じ、
製造業全般にわたる深い見識と経験豊富な経営者の観点から
発言を行っております。

取 締 役 鱒 見 満 裕 　
取締役就任後、当期開催の取締役会10回のうち9回に出席し、
必要に応じ、主に経験豊富な経営者の観点から発言を行って
おります。

監 査 役 梅 岡 匡 爾 　
当期開催の取締役会12回のうち11回に、また、監査役会５回
のうち５回に出席し、必要に応じ、主に経験豊富な経営者の
観点から発言を行っております。

監 査 役 渡　邉　光一郎 　
当期開催の取締役会12回のうち８回に、また、監査役会５回
のうち４回に出席し、必要に応じ、主に経験豊富な経営者の
観点から発言を行っております。

監 査 役 太 田 邦 正 　
監査役就任後、当期開催の取締役会10回のうち10回に、また
監査役会４回のうち４回に出席し、必要に応じ、主に経験豊
富な経営者の観点から発言を行っております。

ニ．責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度

額であります。
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(4) 会計監査人の状況

①　名称 新日本有限責任監査法人

（注）当社の会計監査人でありましたあずさ監査法人は、平成21

年６月18日開催の第106期定時株主総会終結の時をもって任

期満了により退任いたしました。また、同株主総会で新た

に新日本有限責任監査法人が会計監査人に選任され就任い

たしました。なお、当期に係る会計監査につきましては、

新日本有限責任監査法人が実施いたしました。　

②　報酬等の額

 支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 32百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額

32百万円

(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ

く監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年

度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

 　 ２．津上精密机床(浙江)有限公司は、会計監査人以外の公認会計士が計算関係書類の監査をして

おります。

　

③　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

　

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任

いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集され

る株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたし

ます。

　なお、監査役会は会計監査の効率および費用等を総合的に勘案し、会計監査

人の再任もしくは不再任の決定を行います。

　

⑤　責任限定契約の内容の概要

　契約はありません。
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(5) 業務の適正を確保するための体制

　当社は、企業価値の持続的な拡大のため、業務の適正および財務報告の信頼
性を確保するための体制（内部統制システム）を構築しております。
　当社は、取締役会において内部統制システムの基本方針を以下のように決定
しております。 　
①取締役および使用人の職務が法令および定款に適合することを確保するための
体制　
イ．取締役会は、コンプライアンスを経営の重要課題の一つとして位置付け、

健全な社会規範の下で業務を遂行するため「ツガミグループ行動規範」を
制定しコンプライアンス方針を定める。　

ロ．取締役および使用人が法令、定款その他社内規則および社会規範等に違反
する行為を発見した場合の通報制度として「内部通報制度」を構築する。

ハ．社長直轄部署として監査室を設置し、コンプライアンスの実施状況を内部
監査する。　

②取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制　
当社は、取締役会議事録、稟議書その他取締役の職務の執行に係る文書そ

の他の情報を文書管理規程および情報セキュリティ管理規程等の社内規程に
従って適切に保存および管理する。　

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制　
　当社は、事業活動に係る様々なリスクの管理と顕在化を未然に防止するた
め、リスク管理に係る委員会を設置しリスク情報を収集・分析して予兆の早
期発見を行うとともに、万一リスクが発生したときには迅速かつ的確な施策
ができるように規程およびマニュアル等を整備して、リスク管理体制を構築
する。　

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制　
 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、取締役会規程により定めている
事項およびその付議基準に該当する事項は、すべて取締役会に付議すること
を遵守して重要事項の決定を行う。また、毎月定期的に経営会議を開催し、
経営情報の共有化を図るとともに、重要な業務執行に関する事項について協
議し、機動的な意思決定を行い経営の効率化を進めることとする。　

⑤当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．コンプライアンスについては、「ツガミグループ行動規範」を子会社にも

同様に適用する。　
ロ．毎月1回の経営会議に子会社の代表者も出席し、当社および子会社間での内

部統制に関する協議を進めるとともに、情報を共有化することにより、そ
の業務の適正さを確保する。　

ハ．内部監査部門（監査室）は、子会社が業務の執行において法令・社内規則
およびコンプライアンスを遵守していることの確認を行う。　
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⑥監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを決めた場合における当該
使用人に関する事項、ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

　　当社は監査役から請求ある場合は、監査役を補助すべき使用人を置くことが
できる。この場合取締役からの独立性を確保するために、補助者の人事に関し
ては監査役会と十分協議の上決定するものとする。監査役補助者は、業務の執
行に係る役職を兼務しないこととする。　

⑦取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告
に関する体制　
　 取締役および使用人は次の事項を監査役に報告するものとする。
イ．会社に著しい影響を及ぼす重要な事実を発見したときは、その事実に関す

る事項　
ロ．法令、定款に違反する行為を発見した場合、またはその恐れがある場合に

は、その事実に関する事項　
ハ．内部監査部門（監査室）内部監査の結果　
ニ．内部通報制度の運用および通報の内容　
⑧その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制　
イ．監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について

意見交換を行う。　
ロ．監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見および情報の交換を行

うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。　
ハ．監査役は、内部監査部門（監査室）とも緊密な連携を保ちつつ、必要に応

じて内部監査部門に調査を求めることができる。　
⑨財務報告の信頼性を確保するための体制　
イ．財務報告の信頼性確保および金融商品取引法に定める内部統制報告書の有

効かつ適切な提出のため、内部統制報告制度を整備する。　
ロ．内部統制システムと金融商品取引法およびその他の関係法令との適合性を

確保するために、その仕組みを継続的に評価し必要な是正を行う。
ハ．本制度の運用におけるモニタリング、評価、改善支援は内部監査部門（監

査室）を責任部署として実施する。　
⑩反社会的勢力を排除するための体制
イ．社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、

毅然とした姿勢で組織的に対応する。
ロ．反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、警察、弁護士、企業防衛

協議会等の外部専門機関とも連携して対応する。　
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成22年３月31日現在）
(単位：百万円)

科　　目 金 額 科　　目 金 額

（資  産  の  部）  （負  債  の  部）  

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

た な 卸 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関係会社出資金

そ の 他

繰 延 資 産

社 債 発 行 費

20,191

3,892

7,541

8,203

136

459

△43

10,930

6,208

3,691

1,729

591

195

53

4,667

4,283

226

157

25

25

流 動 負 債 9,296

支払手形及び買掛金 6,946

短 期 借 入 金 1,008

１年内償還予定の社債 300

未 払 法 人 税 等 67

製品保証引当金 53

賞 与 引 当 金 189

そ の 他 730

固 定 負 債 1,968

社 債 900

退職給付引当金 837

繰 延 税 金 負 債 129

役員退職慰労引当金 8

そ の 他 92

負 債 合 計 11,264

（純 資 産 の 部）  

株 主 資 本 19,334

資 本 金 10,599

資 本 剰 余 金 4,151

利 益 剰 余 金 4,791

自 己 株 式 △207

評価・換算差額等 343

その他有価証券評価差額金 463

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △99

為替換算調整勘定 △20

新 株 予 約 権 204

純 資 産 合 計 19,882

資 産 合 計 31,147 負債・純資産合計 31,147
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連 結 損 益 計 算 書

（ 平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで ）

 (単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高 15,598

売 上 原 価 12,538

売 上 総 利 益 3,059

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,974

営 業 利 益 84

営 業 外 収 益 295

受 取 利 息 0

受 取 配 当 金 26

賃 貸 料 収 入 4

受 取 保 険 金 41

助 成 金 収 入 127

そ の 他 95

営 業 外 費 用 498

支 払 利 息 21

手 形 売 却 損 40

休 止 費 用 321

そ の 他 115

経　　　　常　　　　損　　　　失　（　△　） △117

特 別 損 失 1

固 定 資 産 除 却 損 0

固 定 資 産 売 却 損 1

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ( △ ) △119

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 72

法 人 税 等 調 整 額 35

過 年 度 法 人 税 等 17

当 期 純 損 失 ( △ ) △244
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連結株主資本等変動計算書

（ 平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで ）

（単位：百万円）

 

株主資本  評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計資本金

資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証
券評価
差額金

繰延ヘッ
ジ損益

為替換
算調整
勘定

評価・換
算差額等
合計

平 成 2 1 年 3 月 3 1 日
残 高

10,599 4,138 5,373 △92 20,019 △508 － 20 △487 187 19,718

連結会計年度中の変動額            

剰 余 金 の 配 当   △337  △337      △337

当 期 純 損 失 ( △ )   △244  △244      △244

自 己 株 式 の 取 得       △131 △131      △131

自 己 株 式 の 処 分  12     16 29      29

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額(純額)

     971 △99 △41 831 17 849

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計

－ 12 △582 △115 △685 971 △99 △41 831 17 163

平 成 2 2 年 3 月 3 1 日
残 高

10,599 4,151 4,791 △207 19,334 463 △99 △20 343 204 19,882
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

・連結子会社の数 ４社

・主要な連結子会社の名称 ㈱ツガミマシナリー

㈱ツガミ総合サービス

㈱ツガミプレシジョン

津上精密机床（浙江）有限公司

②　非連結子会社の状況

・主要な非連結子会社の名称 TSUGAMI (THAI)

 TSUGAMI GmbH

TSUGAMI KOREA　Co.,Ltd　

・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産、売上高、当

期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため

であります。

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法適用の非連結子会社または関連会社数

 ０社

②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・主要な会社等の名称 TSUGAMI (THAI)

TSUGAMI GmbH

TSUGAMI KOREA　Co.,Ltd　

㈱ファスナー工販

REM SALES LLC

・持分法を適用しない理由 各社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計

算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないため持

分法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する事項

　該当事項はありません。

(4) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、津上精密机床(浙江)有限公司の決算日は12月31日であります。

　　連結計算書類の作成に際しましては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結決算上必要な調整を行っております。
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(5) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券  

・時価のあるもの 連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

・時価のないもの 移動平均法による原価法

ロ．デリバティブ 時価法　

ハ．たな卸資産の評価基準及び評価方法

 主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産

　　（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法を、在外連結子会社は定額

法によっております。

ただし、当社及び国内連結子会社の平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除く）は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　15年～38年

機械装置及び運搬具　９年

ロ．無形固定資産

　　（リース資産を除く）

 

・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。

・その他の無形固定資産 定額法によっております。

ハ．リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月

31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。

③　重要な繰延資産の減価償却の方法

　社債発行費 社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しておりま

す。
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④　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 当社及び国内連結子会社の従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上して

おります。

ハ．役員賞与引当金 当社及び連結子会社の役員の賞与支給に備えるため、支給見

込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しておりま

す。

なお、当連結会計年度末において、支給見込額を合理的に見

積ることが困難であるため、計上しておりません。

ニ．退職給付引当金 当社及び国内連結子会社の従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部

改正（その３）」（企業会計基準第19号　平成20年７月31日）

を適用しております。

なお、これによる営業利益、経常損失及び税金等調整前当期

純損失に与える影響はありません。

（追加情報）

当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付企業年金法の施

行に伴い、平成22年１月より適格退職年金制度を確定給付企

業年金制度へ、移行しております。

なお、これによる営業利益、経常損失及び税金等調整前当期

純損失に与える影響は軽微であります。

ホ．役員退職慰労引当金 一部の連結子会社については、役員の退職により支給する役

員退職慰労金に備えるため、内規に基づく支給限度額を計上

しております。

ヘ．製品保証引当金　 当社は、製品販売後の無償保証期間に生じる補修費の支出に

備えるため、過去の実績率に基づく見込額を計上しておりま

す。
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⑤　重要なヘッジ会計の方法　 　

　ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスク

のヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振

当処理を採用しております。

　ヘッジ手段とヘッジ対象 当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ

手段は下記のとおりであります。

　ヘッジ手段…為替予約

　ヘッジ対象…外貨建金銭債権　

　ヘッジ方針 為替変動リスクの回避ならびに損益確定のため、対象債権の

範囲内でヘッジを行っております。

　ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、

かつヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動を完全に相

殺するものと想定することができるため、ヘッジ有効性の判

断は省略しております。

⑥　その他連結計算書類作成のための重要な事項

　消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっておりま

す。

(6) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。

　

２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 11,766百万円

(3) 受取手形割引高

　　輸出受取手形割引高

476百万円

831百万円

(4) 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 　

　　投資その他の資産 189百万円
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３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 前連結会計年度末の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 68,019千株 －千株 －千株 68,019千株

 

(2) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 前連結会計年度末の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 453千株 786千株 85千株 1,154千株

（注）自己株式の数の増加786千株は、単元未満株式の買取りによる増加７千株、当社取得による増加

779千株であります。

自己株式の減少85千株は、ストックオプションの行使による減少であります。

　

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

　平成21年５月14日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 337百万円　

・１株当たり配当金額 ５円

・基準日 平成21年３月31日

・効力発生日 平成21年６月２日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

　平成22年５月13日開催の取締役会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 334百万円

・１株当たり配当金額 ５円

・基準日 平成22年３月31日

・効力発生日 平成22年６月１日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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(4) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

 平成17年６月24日株主総会決議分 平成18年６月23日取締役会決議分

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

目 的 と な る 株 式 の 数 119,000株 51,000株

新 株 予 約 権 の 残 高 119個 51個

 平成18年６月23日株主総会決議分 平成19年６月22日取締役会決議分

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

目 的 と な る 株 式 の 数 46,000株 67,000株

新 株 予 約 権 の 残 高 46個 67個

 平成19年６月22日株主総会決議分 平成20年６月20日取締役会決議分

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

目 的 と な る 株 式 の 数 72,000株 83,000株

新 株 予 約 権 の 残 高 72個 83個

 平成20年６月20日株主総会決議分 平成21年６月19日取締役会決議分

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

目 的 と な る 株 式 の 数 51,000株 191,000株

新 株 予 約 権 の 残 高 51個 191個

 平成21年６月19日株主総会決議分

目的となる株式の種類 普通株式

目 的 と な る 株 式 の 数 111,000株

新 株 予 約 権 の 残 高 111個

（注）権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。　
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４．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、国内外における事業遂行のために、必要な資金を銀行借入等により調達して

おります。

　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図ってお

ります。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の

把握を行っています。

　短期借入金の使途は運転資金であります。

　社債の使途は業務提携先のスイス・トルノス社に関する政策投資資金等であります。

　デリバティブ取引は外貨建売上債権について為替変動リスクの回避ならびに損益確定のため、

対象債権の範囲内で為替予約によるヘッジを行っております。　

　

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。　　

　

　 　 連結貸借対照表計上額(*) 時　価(*) 差 額

① 現 金 及 び 預 金 3,892百万円 3,892百万円 －百万円

② 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 7,541 7,541 －

③ 投 資 有 価 証 券 　 　 　

　そ の 他 有 価 証 券 4,264 4,264 －

④ 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 (6,946) (6,946) －

⑤ 短 期 借 入 金 (1,008) (1,008) －

⑥ 社 債 (1,200) (1,208) △8

⑦ デ リ バ テ ィ ブ 取 引 (99) (99) －

（*）負債に計上されているものについては、( )で示しております。　

（注1）金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項　

　①現金及び預金、ならびに②受取手形及び売掛金

　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。

　③投資有価証券　その他有価証券

　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
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　④支払手形及び買掛金、ならびに⑤短期借入金

　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。

　⑥社債

　　当社の発行する社債は、私募債で市場価格がないため、元利金の合計額を当該社債の残存

期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、

社債には１年内償還予定の社債を含めております。　

　⑦デリバティブ取引

    ヘッジ会計が適用されていないもの　該当するものはありません。

    ヘッジ会計が適用されているもの　　為替予約等の振当処理を行っております。
　
（注2）非上場株式（連結貸借対照表計上額２百万円）及び関連会社株式（連結貸借対照表計上額16

百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、

時価を把握することが極めて困難と認められるため、「投資有価証券　その他有価証券」に

は含めておりません。

　（追加情報）

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号平成20年３月10

日）および「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号平

成20年３月10日）を適用しております。

　

５．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 294円29銭

(2) １株当たり当期純損失(△) △3円65銭
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貸　借　対　照　表

（平成22年３月31日現在）
(単位：百万円)

科　　目 金 額 科　　目 金 額

（資  産  の  部）  （負  債  の  部）  

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

製 品 ・ 商 品

仕 掛 品

原材料・貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

立 替 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工具・器具備品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関係会社出資金

そ の 他

繰 延 資 産

社 債 発 行 費

18,691

3,145

166

7,066

984

4,563

1,658

135

269

14

750

△61

11,054

5,260

3,197

128

1,151

8

159

591

22

38

5,755

4,267

136

1,209

143

25

25

流 動 負 債 8,552

支 払 手 形 5,004

買 掛 金 1,849

短 期 借 入 金 300

１年内償還予定の社債 300

未 払 金 351

未 払 費 用 187

未 払 法 人 税 等 44

製品保証引当金 53

賞 与 引 当 金 171

そ の 他 291

固 定 負 債 1,899

社 債 900

繰 延 税 金 負 債 77

退職給付引当金 829

そ の 他 92

負 債 合 計 10,451

（純 資 産 の 部）  

株 主 資 本 18,750

資 本 金 10,599

資 本 剰 余 金 4,151

資 本 準 備 金 4,138

その他資本剰余金 12

利 益 剰 余 金 4,207

その他利益剰余金 4,207

繰越利益剰余金 4,207

自 己 株 式 △207

評価・換算差額等 364

その他有価証券評価差額金 463

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △99

新 株 予 約 権 204

純 資 産 合 計 19,319

資 産 合 計 29,771 負債・純資産合計 29,771
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損　益　計　算　書

（ 平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで ）

 (単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高 14,818

売 上 原 価 12,519

売 上 総 利 益 2,299

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,664

営　　　　業　　　　損　　　　失　（　△　） △365

営 業 外 収 益 399

受 取 利 息 0

受 取 配 当 金 106

賃 貸 料 収 入 11

受 取 保 険 金 41

助 成 金 収 入 119

そ の 他 119

営 業 外 費 用 426

支 払 利 息 21

貸 与 資 産 費 用 9

売 上 割 引 10

手 形 売 却 損 40

休 止 費 用 310

そ の 他 35

経　　　　常　　　　損　　　　失　（　△　） △393

特 別 利 益 1

固 定 資 産 売 却 益 1

特 別 損 失 0

固 定 資 産 除 却 損 0

税 引 前 当 期 純 損 失 ( △ ) △392

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 19

法 人 税 等 調 整 額 △21

過 年 度 法 人 税 等 17

当 期 純 損 失 ( △ ) △408
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株主資本等変動計算書

（ 平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：百万円）

 

株主資本 評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計

資本金

資本剰余金
利益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証
券評価
差額金

繰延ヘッ
ジ損益

評価・換
算差額等
合計資本

準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利
益剰余金

繰越利益
剰余金

平 成 2 1 年 3 月 3 1 日
残 高

10,599 4,138 － 4,138 4,954 △92 19,599 △508 － △508 187 19,277

事 業 年 度 中 の 変 動 額             

剰 余 金 の 配 当     △337  △337     △337

当 期 純 損 失 ( △ )     △408  △408     △408

自 己 株 式 の 取 得      △131 △131     △131

自 己 株 式 の 処 分   12 12     16 29     29

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 事 業
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ）

       971 △99 872 17 890

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － 12 12 △746 △115 △848 971 △99 872 17 41

平 成 2 2 年 3 月 3 1 日
残 高

10,599 4,138 12 4,151 4,207 △207 18,750 463 △99 364 204 19,319
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

②　その他有価証券

・時価のあるもの 事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

・時価のないもの 移動平均法による原価法

③　デリバティブ 時価法　

④　たな卸資産の評価基準及び評価方法

 主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　　（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法

によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　15年～38年

機械装置　　　　　　９年

工具・器具備品　　　５年

②　無形固定資産

　　（リース資産を除く）

　

・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。

③　リース資産 　

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31

日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

(3) 長期前払費用

　定額法によっております。

(4) 繰延資産

　社債発行費

　社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
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(5) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

②　賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業

年度に負担すべき額を計上しております。

③　役員賞与引当金 役員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年

度に負担すべき額を計上しております。

なお、当事業年度末において、支給見込額を合理的に見積

ることが困難であるため、計上しておりません。

④　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。

なお、会計基準変更時差異（2,086百万円）については、15

年による按分額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしております。

（会計方針の変更）

当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改

正（その３）」（企業会計基準第19号　平成20年７月31日）

を適用しております。

なお、これによる営業損失、経常損失及び税引前当期純損

失に与える影響はありません。

（追加情報）

当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、平成22年１月

より適格退職年金制度を確定給付企業年金制度へ、移行し

ております。

なお、これによる営業損失、経常損失及び税引前当期純損

失に与える影響は軽微であります。

⑤　製品保証引当金 製品販売後の無償保証期間に生じる補修費の支出に備える

ため、過去の実績率に基づく見込額を計上しております。
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⑥　重要なヘッジ会計の方法 　

ヘッジ会計の方法

　

　

ヘッジ手段とヘッジ対象

　

　

　

ヘッジ方針　

　

ヘッジ有効性評価の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リス

クのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合に

は振当処理を採用しております。

当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手

段は下記のとおりであります。

　ヘッジ手段…為替予約

　ヘッジ対象…外貨建金銭債権　

為替変動リスクの回避ならびに損益確定のため、対象債権

の範囲内でヘッジを行っております。

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、

かつヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動を完全に

相殺するものと想定することができるため、ヘッジ有効性

の判断は省略しております。　

(6) その他計算書類作成のための基本となる事項

　　消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており

ます。

(7) 会計方針の変更

　　該当事項はありません。

　

２．貸借対照表に関する注記

(1) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 11,528百万円 　　

(3) 受取手形割引高

　　輸出受取手形割引高

476百万円

831百万円

　

　

　　債務保証残高 708百万円(52百万元）

(4) 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 　　

　　投資その他の資産 181百万円　

(5) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

①　短期金銭債権 3,955百万円

②　短期金銭債務 362百万円



－ 38 －

３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

①　売上高 4,753百万円

②　仕入高 1,943百万円

③　営業取引以外の取引高 335百万円

　

４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 前事業年度末の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 453千株 786千株 85千株 1,154千株

（注）自己株式の数の増加786千株は単元未満株式の買取りによる増加７千株、当社取得による増加

779千株であります。

自己株式の減少85千株は、ストックオプションの行使による減少であります。

　

５．税効果会計に関する注記

（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）         

貸倒引当金 99百万円

賞与引当金 69     

退職給付引当金 337     

製品保証引当金　 21     

投資有価証券評価損 89     

関係会社株式評価損 9     

たな卸資産評価損 68     

減損損失 48     

未払事業税 2     

株式報酬費用 64     

繰越欠損金　 766     

その他 41     

繰延税金資産小計 1,619     

評価性引当額 △1,147     

繰延税金資産合計 472     

（繰延税金負債） 　 　

その他有価証券評価差額金　 △414 　

繰延税金負債合計　 △414 　

繰延税金資産の純額　 58 　

（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の

内訳

当期については、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。



－ 39 －

６．リースにより使用する固定資産に関する注記

(1) 事業年度の末日における取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

 取 得 価 額 相 当 額 減価償却累計額相当額 期 末 残 高 相 当 額

工 具 器 具 備 品 21百万円 17百万円 4百万円

そ の 他 10 8 2

合 計 32 25 6

(2) 事業年度の末日における未経過リース料相当額

未経過リース料期末残高相当額

１年内 4百万円

１年超 1百万円

合計 6百万円

　

７．関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社との取引に関する注記

属性 会社等の名称
議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関連会社との
関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子会社 津上精密机床（浙江）有限公司
(所有)
直接

100.0％

役員の兼任
当社製品の
製造･販売
同社商品の仕入
固定資産の譲渡
資金援助

当社製品の販売
同社商品の仕入
固定資産の譲渡
資金の貸付　
利息の受取
増資の引受

2,969
1,118
218
558
0

274

売掛金
買掛金
未収入金
短期貸付金
未収入金
　－　

2,340
124
111
558
0
－

関連
会社

REM SALES LLC
(所有)
直接

29.5％
当社製品･部品の
販売

当社製品･部品の
販売

589 売掛金 32

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

 　 当社製品の販売、同社商品の仕入等は、市場価格を参考に決定しております。

　

役員及び個人主要株主等

種 類 氏 名
資 本 金 又
は 出 資 金
(百万円)

事 業 の
内 容
又 は 職 業

議 決 権 等
の 所 有
( 被 所 有 )
割 合 ( ％ )

関 係 内 容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科 目
期末残高
(百万円)役 員 の

兼 任 等
事 業 上
の 関 係

役 員 太 田 邦 正 －

当社監査
役㈱東京
精密代表
取 締 役

（所有）
直接
2.50%　　
(被所有)
直接
6.91%　

－  －

当社製品
の 販 売

3  － －

商 品 の
仕 入

29
支払手形 17

買掛金 1

増 資 の
引 受

999 － －

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

当社製品の販売、同社商品の仕入等は、市場価格を参考に決定しております。

増資の引受は㈱東京精密が平成21年12月３日に行った第三者割当増資968,000株を１株1,033円で

当社が全額引受けたものであります。発行価額は、増資に係る取締役会決議日の前日までの直近

１ヶ月の東京証券取引所における終値平均株価1,135円を参考として決定しております。

　

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 285円88銭

(2) １株当たり当期純損失(△) △６円09銭
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連結計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成22年５月11日 

 株式会社ツガミ  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 宮 島 道 明 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 五 十 嵐 　 朗 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 野 本 直 樹 

 

 　

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ツガミの平成21

年4月1日から平成22年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につ

いて監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表

示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討すること

を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

  当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、株式会社ツガミ及び連結子会社から成る企業

集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成22年５月11日 

 株式会社ツガミ  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 宮 島 道 明 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 五 十 嵐 　 朗 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 野 本 直 樹 

 

 　

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ツガミの

平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第107期事業年度の計算書類、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその

附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細

書に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査

は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び

に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附

属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として

意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

  当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に

公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明

細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

 監査報告書  

 　当監査役会は、平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第107期事業年度
の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議
の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状
況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職
務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、
情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な
会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要
な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、取締役の
職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式
会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第
１項および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視および検
証いたしました。子会社については、取締役および監査役等と意思疎通および
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の
方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書について検
討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から｢職務
の遂行が適正に行われることを確保するための体制｣(会社計算規則第131条各号
に掲げる事項)を｢監査に関する品質管理基準｣(平成17年10月28日企業会計審議
会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書および個別注記表)およびその附属明細書並びに連結計算
書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連
結注記表）について検討いたしました。
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 ２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反

する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、

指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当である

と認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当である

と認めます。

　

 

 平成22年５月12日  

   

 株 式 会 社 ツ ガ ミ 　 監 査 役 会  

 

常勤監査役 大 宮 郁 士 

監 査 役 梅 岡 匡 爾 

監 査 役 渡　邉　光一郎 

監 査 役 太 田 邦 正 

 

 

 

(注)　監査役梅岡匡爾、同渡邉光一郎および同太田邦正は、会社法第２条第16号

および第335条第３項に定める社外監査役であります。

以 上

 

以　上　



－ 44 －

株主総会参考書類　

　

第１号議案　取締役７名選任の件

　取締役全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、改めて取締役７名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社の株式数

１
 

西 嶋 尚 生
(昭和22年12月14日生)

昭和45年５月　㈱富士銀行(現㈱みずほ

銀行)入行

平成11年２月　㈱東京精密営業副本部長

平成11年５月　当社営業開発部長、津上

工販㈱常務取締役

平成12年６月　当社取締役統轄本部営業

開発部長

平成15年４月　当社代表取締役社長

平成18年４月　当社代表取締役社長執行

役員(現任)

10千株

２
 

菊 池 克 治
(昭和23年４月17日生)

昭和46年４月　当社入社

平成12年６月　当社取締役長岡工場自動

機ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

平成13年６月　当社常務取締役長岡工場

自動旋盤ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾘｰﾀﾞｰ

平成14年４月　当社常務取締役長岡工場

技術本部長

平成16年４月　当社取締役専務執行役員

営業本部長

平成18年４月　当社代表取締役専務執行

役員営業本部長

平成20年４月　当社代表取締役専務執行

役員(現任）

35千株
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社の株式数

３
 

新 嶋 敏 治
(昭和29年11月14日生)

昭和54年11月　当社入社 

平成15年10月　当社技術本部自動旋盤ｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

平成18年４月　当社常務執行役員技術本

部長 

平成20年６月　当社取締役常務執行役員

技術本部長兼生産本部副

本部長兼長岡工場長　

平成21年４月　当社取締役専務執行役員

長岡工場長

平成21年６月　当社代表取締役専務執行

役員長岡工場長(現任)

14千株

４
 

本 間 利 雄
(昭和27年８月２日生)

昭和50年４月　㈱北越銀行入行 

平成14年４月　同行長岡新産支店長　

平成18年４月　同行直江津支店長　

平成20年４月　当社常務執行役員管理部

長

平成21年６月　当社取締役常務執行役員

管理部長(現任）　

0株

５
 

唐 　 東 雷
(昭和37年11月27日生)

平成４年７月　㈱東京精密入社

平成17年11月　当社理事中国室長

　　　　　　　兼 津上精密机床(浙江)有

限公司 董事兼総経理

平成21年４月　当社執行役員上海事務所

長兼津上精密机床(浙江)

有限公司 董事兼総経理

平成22年４月　当社常務執行役員中国事

業担当 兼 津上精密机床

(浙江)有限公司 副董事長

兼総経理(現任）

0株
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社の株式数

６
 

中 川 威 雄
(昭和13年10月12日生)

平成11年５月　東京大学名誉教授(現任)

平成12年10月　ファインテック㈱代表取

締役社長(現任)

平成14年６月　日本ピラー工業㈱取締役

（現任）　

平成19年６月　ファナック㈱監査役（現

任)

平成20年６月　当社取締役(現任)

20千株

７
 

鱒 見 満 裕
(昭和17年７月29日生)

昭和40年４月　㈱三井銀行(現㈱三井住友

銀行)入行　

平成５年６月　㈱さくら銀行(現㈱三井住

友銀行)取締役　

平成８年６月　同行常務取締役

平成11年６月　同行専務執行役員

平成12年６月　さくら抵当証券㈱社長

平成14年３月　SMBC抵当証券㈱社長　

平成15年６月　三機工業㈱取締役(現任)

平成19年４月　㈱トーホー監査役(現任)

平成21年６月　当社取締役(現任）　

0株

（注）１．各候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
　　　２．中川威雄氏および鱒見満裕氏は、社外取締役の候補者であります。
　　  ３．中川威雄氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ております、　

４．中川威雄氏を社外取締役として選任をお願いしますのは、製造業全般に深い見識と経験を
有し、当社の経営に大所高所からアドバイスをいただけるものと判断したためであります。
同氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主
総会の終結の時をもって２年となります。

５．鱒見満裕氏を社外取締役として選任をお願いしますのは、高い見識と豊富な実務経験で培
われた実力を活かして、当社の経営に大所高所からアドバイスをいただけるものと判断し
たためであります。同氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての
在任期間は、本株主総会の終結の時をもって１年となります。　

６．鱒見満裕氏が三機工業(株)の社外取締役として在任中の平成18年２月、防衛施設庁発注工
事に関する官製談合事件で、同社営業部長が競売入札妨害罪違反で東京簡易裁判所より罰
金の略式命令を受けました。このため、同社は国土交通省関東地方整備局より30日間の関
東地方整備局内の管工事に係る公共工事等に関して営業停止命令を受けました。
同氏は、当該事実の発生防止のため日頃から法令で定められた取締役としての職務を適正
にしてきており、発生後においては取締役会等において再発防止策が十分機能しているか
を確認する等、適正に職務を遂行しております。
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７．鱒見満裕氏が(株)トーホーの社外監査役に在任中の平成19年12月、馬刺商品の表示につい
て、また平成20年12月には炭火焙煎リキッドコーヒーの表示について、同社は公正取引委
員会から「不当景品類及び不当表示防止法」第６条第１項の規定に基づく排除命令を受け
ました。
同氏は、日頃から取締役会および監査役会等において法令遵守の視点に立った提言を行い、
注意を喚起しておりました。また、発生後においては再発防止に向け、更なる内部管理体
制強化に向けた意見具申を行うとともに、再発防止策が十分機能しているかを確認する等
その職責を果たしております。　

８．中川威雄氏および鱒見満裕氏の取締役選任が承認されました場合、当社は両氏と責任限定
契約を締結しておりますが、引き続き責任限定契約を締結する予定でおります。
当該責任限定契約につきましては、当社定款第27条において「当会社は、会社法第427条第
１項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定す
る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定
する額とする。」旨を定めております。
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第２号議案　監査役２名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査役　梅岡匡爾氏および渡邉光一郎氏が退任い

たしますので、監査役２名の選任をお願いしたいと存じます。

　なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社の株式数

　１
　

宮 田 芳 文

(昭和27年10月19日生)

昭和53年４月　第一生命保険相互会社

　　　　　　 （現第一生命保険㈱)入社

　

平成13年４月　同社ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｹｯﾄ部長

平成15年４月　同社ｽﾄﾗｸﾁｬｰ投資部長

平成17年４月　同社財務部長

平成18年４月　同社執行役員総合金融法

人部長

平成20年４月　同社執行役員

平成21年４月　同社常務執行役員

平成22年４月　第一生命保険㈱常務執行

役員（現任）

0株

　２
　

玉 井 宏 明

(昭和35年３月20日生)

昭和58年４月　㈱森精機製作所入社

平成10年３月　同社企画室次長

平成12年６月　同社企画室兼総務部部長

平成14年６月　同社管理本部長

平成15年６月　同社取締役管理本部長

平成19年６月　同社常務取締役管理本部

長

平成20年６月　同社専務取締役管理本部

長(現任）　

0株

（注）１．候補者両氏は会社との間に特別の利害関係はありません。

２．候補者両氏は、社外監査役の候補者であります。

３．候補者両氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしていると判断しております。

４．候補者両氏を監査役として選任をお願いしますのは、高い見識と豊富な実務経験で培われ

た実力を活かし監査機能を発揮していただけるものと判断したためであります。
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５．当社は、候補者両氏の監査役選任が承認されました場合、候補者両氏と責任限定契約を締

結する予定でおります。　

当該責任限定契約につきましては、当社定款第35条において「当会社は、会社法第427条第

１項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定す

る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定

する額とする。」旨を定めております。
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第３号議案　補欠監査役１名選任の件

　常勤監査役に事故ある場合等に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするも

のであります。

　なお、補欠監査役選任の効力は、その就任前に限り、取締役会の決議により

その選任を取り消しすることができるものといたしたいと存じます。　

  なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社の株式数

田 中 孝 房
(昭和31年６月27日生)

昭和55年４月　㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)

入行

平成13年４月　同行町屋支店長

平成14年10月　同行池袋支店長

平成16年12月　同行日比谷支店長

平成22年４月　当社へ出向

　　　　　　　本社総務部長（現任）　

0株

（注）候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
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第４号議案　当社執行役員およびこれに準ずる使用人に対して、特に有利な条件によ

り株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の

決定を当社取締役会に委任する件

　会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社執行役員およびこれに

準ずる使用人に対して、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により

発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつきご承認を

お願いするものであります。

１．特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする

理由

当社は、当社の株価や業績との連動性をより高め、株価上昇によるメリットのみ

ならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することにより、株価上昇および

業績向上への意欲や士気を高めることを目的として、株式報酬型ストックオプシ

ョンとして新株予約権を無償で発行しております。

２．本株主総会において決定する事項に基づいて募集事項の決定をすることができる

新株予約権の内容および数の上限

(1) その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限

    下記(3)に定める内容の新株予約権100個を上限とする。

    なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、

当社普通株式100,000株を上限とし、下記(3) ①により対象株式数（以下に定義す

る。）が調整された場合は、調整後対象株式数に上記新株予約権の上限数を乗じ

た数を上限とする。

(2）その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、金銭

の払込みを要しないこととする。

(3）その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容

  ①新株予約権の目的である株式の種類および数

    新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的で

ある株式の数（以下、「対象株式数」という。）は1,000株とする。

    ただし、本株主総会における決議の日（以下、「決議日」という。）後、当社が

当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、

株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合には、対象株式数を次

の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるもの

とする。

      調整後対象株式数＝調整前対象株式数×株式分割・株式併合の比率

    また、上記のほか、決議日後、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由

が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。
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  ②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

    各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使するこ

とにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額を１円とし、これ

に対象株式数を乗じた金額とする。

  ③新株予約権を行使することができる期間

    新株予約権を割り当てる日の翌日から20年以内とする。

  ④新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本

準備金に関する事項

　ⅰ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会

社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額と

し、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

　ⅱ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、

上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じ

た額とする。

  ⑤譲渡による新株予約権の取得の制限

    譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要す

るものとする。

  ⑥新株予約権の取得条項

    当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全

子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、

取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

  ⑦新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め

  新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てるものとする。

  ⑧その他新株予約権の行使の条件

　ⅰ新株予約権者は、上記③の期間内において、原則として当社の取締役、監査役、

執行役員およびこれに準ずる使用人のいずれの地位をも喪失したときに限り、新

株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪

失した日の翌日から７営業日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使す

ることができる。

　ⅱその他の新株予約権行使の条件については、取締役会において定めるものとする。
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第５号議案　当社使用人および当社子会社の取締役に対して、特に有利な条件により

ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取

締役会に委任する件

　会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社使用人および当社子会

社の取締役に対して、ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株

予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつきご承認をお願いするも

のであります。

１．特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする

理由

　　　当社の連結業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的とし、当

社使用人および当社子会社の取締役に対して新株予約権を無償で発行するもので

あります。

２．本株主総会において決定する事項に基づいて募集事項の決定をすることができる

新株予約権の内容および数の上限

（１）その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限

　下記（３）に定める内容の新株予約権350個を上限とする。

　なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総

数は、当社普通株式350,000株を上限とし、下記(３)①により対象株式数（以下

に定義する。）が調整された場合は、調整後対象株式数に上記新株予約権の上

限数を乗じた数を上限とする。

（２）その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、金

銭の払込みを要しないこととする。

（３）その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容

    ①新株予約権の目的である株式の種類および数

      　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目

的である株式の数（以下、「対象株式数」という。）は1,000株とする。

        ただし、本株主総会における決議の日（以下、「決議日」という。）後、当

社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。

以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合には、対象株

式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切

り捨てるものとする。

        調整後対象株式数＝調整前対象株式数×株式分割・株式併合の比率

        また、上記のほか、決議日後、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。
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    ②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

      　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下、「行

使価額」という。）に対象株式数を乗じた金額とする。

        行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）の属

する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という。）の平均値に1.05

を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げる。）または割当日の前日の終値（当

日に終値がない場合はそれに先立つ直近の取引日の終値）のいずれか高い金額

とする。

        なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行

う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割・株式併合の比率

        また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の

発行または自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主に

よる単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換

される証券もしくは転換できる証券の転換または当社普通株式の交付を請求で

きる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場

合を除く。）には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未

満の端数は、これを切り上げるものとする。

   既発行
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝
調 整 前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

        なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式

数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、

自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替えるものとする。

        さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、

他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とする

やむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案

の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

    ③新株予約権を行使することができる期間

      　割当日の翌日から２年を経過した日から３年間までとする。
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    ④新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資

本準備金に関する事項

     ⅰ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、

会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１

の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものと

する。

     ⅱ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の

額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金

の額を減じた額とする。

    ⑤譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を

要するものとする。

    ⑥新株予約権の取得条項

　当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が

完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認された

ときは、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得すること

ができる。

    ⑦新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め

      　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数

がある場合には、これを切り捨てるものとする。

    ⑧その他の新株予約権の行使の条件については、当社取締役会決議およびこれに

基づき新株予約権付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定

めるところによるものとする。

以　上
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チャレンジャー北長岡店

通用門

当社長岡工場

至新潟

倉敷機械

至新潟
JR長岡駅からの交通

(1)バス利用：駅前西口（大手口）方面 バスターミ

ナル13番(精神医療センター・エコトピア寿線、

江陽団地線）のバスに乗車し「チャレンジャー

北長岡店」で下車してください。
（乗車時間約15分）

(2)タクシー利用：駅前タクシー乗場よりご乗車に

なり行先は「ツガミ」と告げてください。

（乗車時間約10分）

長 岡 駅

※通用門よりご来場ください。


